
　１）解禁日
8月4日（火）～8月7日（金）の期間のうち1日。
なお、海況不良の場合は順延します。
順延した場合は当日放送をもって解禁します。

　２）解禁時間
午前10時～午後2時までとします。

　３）解禁場所は以下の2ヶ所とし、当日放送をもってお知らせ
　　　します。指定された場所以外は禁漁とします。
　　①アラキ～坪田漁港（長太郎池）周辺
　　②カタンザキ～湯の浜漁港周辺

　４）8月はサザエの禁漁期間ですので絶対に採捕しないでください。

　１）解禁期間
９月1日（火）～９月11日（金）。但し、土日を除く。

　２）解禁時間
午前10時～午後2時までとします。

　３）受け取り場所・時間
阿古漁港荷捌き施設で15：00～15：30までとします。

　４）解禁場所は島内全域としますが「アラキ」は禁漁とします。

＊組合員皆様のご協力をお願いします。
以上
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告　示

トコブシ漁及びサザエ漁の解禁について

記

トコブシ漁の解禁は以下のとおりとします。

令和2年7月28日

サザエ漁の解禁は以下のとおりとします。


